
仕 様 書

１．売買品目 ペットボトル減容品

２．引渡場所 輪島クリーンセンター宅田分場（輪島市宅田町２２字１８番地）

３．契約及び入札書について

①契約は、単価契約とする。

②引渡期間は、契約日から令和６年９月３０日とする。

③入札書に記載する金額は、１０㎏当たりの税抜き買い取り単価（運送賃込

み）とする。

４．ペットボトル減容品について

①キャップ、ラベルは全て取り外し済

②減容機にて圧縮しＰＰテープで梱包済

約３０ｃｍ×６０ｃｍ×４０ｃｍ－約１５㎏／１縛り （写真参照）

③半年間約８２ｔ

５．引渡条件

①国内で利用するものに限る。

②パレットを用意すること。
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